
上水道告示第２号

地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１５２条第３項および長浜水道企業団事務局規

程(昭和４２年上水道告示第１０号)第７条第２項の規定により、長浜水道企業団企業長の

職務を代理する者およびその期間を次のとおり告示する

令和６年１月２６日

長浜水道企業団

企業長 溝川 潔

１ 企業長の職務を代理する者

局長 前田喜代次

２ 企業長の職務を代理する期間

令和６年１月２９日から令和６年３月３１日まで


